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島根学校教育相談学会（日本学校教育相談学会島根県支部）会則

（名称）
第１条 本会は島根学校教育相談学会（日本学校教育相談学会島根県支部）と称する。

（目的及び事業）
第２条 本会は学校教育相談の実践を通して、研究・研修等を行い、会員相互の資質の

向上と、学校教育相談の普及・充実を図る。

第３条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
１ 研究会の開催
２ 研究紀要等の発行
３ 研修会の開催
４ その他本会の目的達成のために必要な事業

（会員）
第４条 本会の会員は、正会員及び名誉会員とする。

１ 正会員は、以下の条件に該当する者のなかで、理事長及び理事会の承認を
得た者とする。
（１）島根県内に居住または勤務する者で、本会の目的に賛同する者。
（２）県立教育センターに在籍し、臨床の教育相談に携わった経験を有する

者、もしくは教育相談の中級程度以上の研修を受講した者で、相当の
実績を有する者。

（３）所定の会費を納入した者。
２ 名誉会員は本会の運営、または学校教育相談の推進に功績のあった者で、
理事長及び理事会の推薦及び承認を得た者とする。正会員にあった者が学
校教育現場第一線を退いた時は、原則として名誉会員となる。ただし、当
該正会員の意志と理事会の承認により引き続き正会員としてとどまること
ができる。なお、名誉会員は正会員と同等の権利を有するが、総会への出
席等会員としての義務履行については拘束されない。

３ 本会には顧問を置くことができる。

（役員）
第５条 本会の事業を運営するため次の役員を置く。

１ 理事長 １ 名
２ 副理事長 １ 名
３ 理 事 若干名
４ 事務局長 １ 名
５ 会計監査 ２ 名

第６条 理事長は本会を代表し、会務を遂行する。副理事長は理事長を補佐する。理事
長・副理事長は理事会の互選によって選任し、任期は２年とし、再選を妨げな
い。

第７条 理事は、理事長・副理事長とともに理事会を構成する。理事は以下の資格を有
する者の中から、理事会の推薦に基づき総会で承認する。任期は２年とし、再
選を妨げない。
（理事の資格）
正会員であって、子どもの相談の専門機関に１年以上勤務（内地留学等も可）
した者で、学校教育法に定める学校に勤務した経験を持ち、両者の経験年数が
１０年以上の者。
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第８条 事務局長は本会の会務の執行を助け、運営事務に当る。事務局長は理事長及び
理事会の推薦・承認により正会員の中から選任する。任期は１年とし、再選を
妨げない。なお、必要に応じて事務局員を置くことができる。事務局員は事務
局長が委嘱する。

（会議）
第９条 本会の組織と運営に関する最終の決定は総会の議決による。総会は原則として

毎年度初めに一回開催し、前年度の事業報告及び決算、当該年度の事業及び予
算について協議・承認する。その他緊急に必要のある場合は臨時総会を開くこ
とができる。臨時総会の開催は理事長または理事会の決定によって招集される
が、正会員の過半数が連名によって要請した場合は開催しなければならない。

第 条 総会は正会員の過半数の出席により成立し、議事の決定は出席者の過半数の同１０
意による。ただし、本会の会則の変更、解散については出席者の３分の２以上
の同意を得なければならない。

第 条 理事会は理事長、副理事長、理事、事務局長によって構成し、本会の会務全般１１
（組織・運営等）について協議・決定する。理事会は理事長が招集し、随時開
催する。なお、その際理事長は顧問の出席を求めることができる。

（会計）
第 条 本会の経費は会員の入会金、会費、寄付または各種事業還元金等をもって当て１２

る。

第 条 本会の入会金は 円とし、入会時に納入するものとする。１３ 5,000

第 条 正会員の会費は年額 円とし、毎年３月末までに次年度の会費を納入する１４ 9,000
ものとする。名誉会員からは会費を徴収しない。

第 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。１５

第 条 決算報告及び予算案は総会の承認を得なければならない。１６

（その他）
第 条 その他本会則に規定していない事項については日本学校教育相談学会の会則に１７

準じて行う。

（付則）
１ 本会則は平成５年５月２２日に制定・施行する。
２ 本会則は平成７年６月２４日に一部改正する。
３ 本会則は平成９年８月２日に一部改正する。
４ 本会則は平成１１年７月２５日に一部改正する。
５ 本会則は平成１４年６月２９日に一部改正する。
６ 本会則は平成１５年６月２１日に一部改正する。
７ 本会則は平成１７年２月１２日に一部改正する。


